
JP 6035296 B2 2016.11.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のページから構成される画像を読み取る読み取り部と、
　前記読み取り部によって読み取られた画像を基に画像データを生成する画像データ生成
部と、
　前記読み取り部による前記画像の読み取りに先立って、生成される前記画像データとし
て許容される画像データのサイズである許容データサイズを入力させる入力部と
　前記入力部により入力された前記許容データサイズを記憶する記憶部と、
　前記読み取り部によって読み取られた画像を基に生成される前記画像データの解像度を
ページ毎に受け付ける受け付け部と、
　前記受け付け部により受け付けたページ毎の前記画像データの解像度を反映した場合の
全てのページ分の前記画像データのサイズの総計である全ページ分データサイズ総計が、
前記記憶部により記憶された前記許容データサイズを超えているか否かを判断する判断部
と、
　前記判断部によって、前記受け付け部により受け付けたページ毎の前記画像データの解
像度を反映した場合の前記全ページ分データサイズ総計が、前記記憶部により記憶された
前記許容データサイズを超えていないと判断すれば、前記受け付け部により受け付けた画
像データの解像度で、再度前記読み取り部により複数のページから構成される前記画像を
読み取り、前記画像データ生成部により画像データを生成するよう制御する制御部とを備
える、画像読み取り装置。
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【請求項２】
前記制御部は、前記判断部によって、前記受け付け部により受け付けた前記画像データの
解像度の変更を反映した場合の前記全ページ分データサイズ総計が、前記記憶部により記
憶された前記許容データサイズを超えていると判断すれば、その旨を報知する、請求項１
に記載の画像読み取り装置。
【請求項３】
前記制御部は、前記判断部によって、前記受け付け部により受け付けた前記画像データの
解像度の変更を反映した場合の前記全ページ分データサイズ総計が、前記記憶部により記
憶された前記許容データサイズを超えていると判断すれば、前記その旨の報知と共に、前
記画像データの前記全ページ分データサイズ総計が、前記記憶部により記憶された前記許
容データサイズを超えない画像データの解像度をページ毎に報知する、請求項２に記載の
画像読み取り装置。
【請求項４】
前記制御部は、表示画面による表示により前記報知を行う、請求項２または３に記載の画
像読み取り装置。
【請求項５】
前記制御部は、ページ毎の画像データのサイズを報知する、請求項１～４のいずれか１項
に記載の画像読み取り装置。
【請求項６】
前記読み取り部によって読み取られた複数のページから構成される前記画像を基に、ペー
ジ毎の画像のイメージを生成するイメージ生成部を備え、
　前記制御部は、前記イメージ生成部により生成されたページ毎の前記画像のイメージを
前記表示画面により表示する、請求項４に記載の画像読み取り装置。
【請求項７】
前記判断部は、再度前記読み取り部によって複数のページから構成される画像の読み取り
の順序が、前回の前記読み取り部によって複数のページから構成される画像の読み取りの
順序と異なるか否かを判断し、
　前記制御部は、前記判断部によって、画像の読み取りの順序が異なると判断すれば、そ
の旨を報知する、請求項１～６のいずれか１項に記載の画像読み取り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像読み取り装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル複合機等に代表される画像処理装置には、原稿の画像を読み取る画像読み取り
装置が備えられている。画像読み取り装置は、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆ
ｅｅｄｅｒ（自動原稿送り装置））にセットされた複数の原稿の画像や、プラテンに載置
された原稿の画像を読み取る。画像処理装置は、例えば、画像読み取り装置によって読み
取られた画像を基に、画像形成部において画像を形成する。
【０００３】
　ここで、画像の読み取りに関する技術が、特開平８－２４２３６６号公報（特許文献１
）、および特開２００２－５７８２２号公報（特許文献２）に開示されている。
【０００４】
　特許文献１には、原稿ガラス上に原稿を搬送するＡＤＦユニットと、原稿を照射する光
源と、原稿からの反射光である原稿画像を結像する光学系と、結像された原稿画像を複数
色の画像に分解してカラー画像の読み取りを行うカラーイメージセンサーと、複数の読み
取りモードを持つ画像読み取り制御部と、画像読み取り位置を設定するキャリッジとを備
えた画像読み取り装置であって、画像読み取り制御部は原稿画像読み取りにより得られた
複数色の画像データにより原稿属性を検出する原稿属性検出手段を有し、この原稿属性検
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出手段は検出した原稿属性に基づいて複数の読み取りモードを切り替えることを特徴とす
る画像読み取り装置が開示されている。
【０００５】
　特許文献２には、原稿を読み取り可能な読み取り装置と、ホストコンピューターから構
成され、ホストコンピューターは、有限の容量から成りデータを読み書き可能な記憶手段
と、読み取り装置における読み取り設定を選択することができる設定選択手段と、読み取
り装置における読み取りが開始される時、記憶手段における利用可能な領域の大きさを確
認し、この利用可能な領域の大きさと読み取り装置によって読み取られる画像データの大
きさとを比較し、画像データの大きさの方が大きい場合、読み取り設定手段における読み
取り設定を変更する設定変更手段とを有する画像読み取りシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－２４２３６６号公報
【特許文献２】特開２００２－５７８２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１によると、原稿属性検出手段により検出した原稿属性に基づいて複数の読み
取りモードを切り替えることとしている。このような構成によれば、原稿を読み取って生
成される画像データのサイズがユーザーの要求しないものであった場合に対応することが
できない。また、特許文献２によると、利用可能な領域の大きさと読み取り装置によって
読み取られる画像データの大きさとを比較し、画像データの大きさの方が大きい場合、読
み取り設定手段における読み取り設定を変更することとしている。しかし、このような特
許文献２に開示の技術では、読み取り設定によっては、読み取った画像により生成される
画像データについて、例えば、ユーザーの望まない画質となる場合があり、ユーザーの要
求に応じた画像の読み取りとはならないおそれがある。
【０００８】
　この発明の目的は、ユーザーの要求に応じて、画像を読み取って画像データを生成する
ことができる画像読み取り装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る画像読み取り装置は、複数のページから構成される画像を読み取る読み
取り部と、読み取り部によって読み取られた画像を基に画像データを生成する画像データ
生成部と、読み取り部による画像の読み取りに先立って、生成される画像データとして許
容される画像データのサイズである許容データサイズを入力させる入力部と入力部により
入力された許容データサイズを記憶する記憶部と、読み取り部によって読み取られた画像
を基に生成される画像データの解像度をページ毎に受け付ける受け付け部と、受け付け部
により受け付けたページ毎の画像データの解像度を反映した場合の全てのページ分の画像
データのサイズの総計である全ページ分データサイズ総計が、記憶部により記憶された許
容データサイズを超えているか否かを判断する判断部と、判断部によって、受け付け部に
より受け付けたページ毎の画像データの解像度を反映した場合の全ページ分データサイズ
総計が、記憶部により記憶された許容データサイズを超えていないと判断すれば、受け付
け部により受け付けた画像データの解像度で、再度読み取り部により複数のページから構
成される画像を読み取り、画像データ生成部により画像データを生成するよう制御する制
御部とを備える。
【００１０】
　このような画像読み取り装置によると、読み取り部によって読み取られた画像を基に生
成される画像データの解像度をページ毎に受け付ける受け付け部を備えるため、ページ毎
にユーザーの要求する画像データの解像度で画像を読み取ることができる。また、判断部
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によって、受け付け部により受け付けたページ毎の画像データの解像度を反映した場合の
全ページ分データサイズ総計が、記憶部により記憶された許容データサイズを超えている
か否かを判断する。そして、受け付け部により受け付けたページ毎の画像データの解像度
を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、記憶部により記憶された許容データサ
イズを超えていないと判断すれば、受け付け部により受け付けた画像データの解像度で、
再度読み取り部により複数のページから構成される画像を読み取り、画像データ生成部に
より画像データを生成する。そうすると、生成される画像データが、ユーザーの要求する
許容データサイズを超えることはない。したがって、このような画像読み取り装置は、ユ
ーザーの要求に応じて、画像を読み取って画像データを生成することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　このような画像読み取り装置によると、読み取り部によって読み取られた画像を基に生
成される画像データの解像度をページ毎に受け付ける受け付け部を備えるため、ページ毎
にユーザーの要求する画像データの解像度で画像を読み取ることができる。また、判断部
によって、受け付け部により受け付けたページ毎の画像データの解像度を反映した場合の
全ページ分データサイズ総計が、記憶部により記憶された許容データサイズを超えている
か否かを判断する。そして、受け付け部により受け付けたページ毎の画像データの解像度
を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、記憶部により記憶された許容データサ
イズを超えていないと判断すれば、受け付け部により受け付けた画像データの解像度で、
再度読み取り部により複数のページから構成される画像を読み取り、画像データ生成部に
より画像データを生成する。そうすると、生成される画像データが、ユーザーの要求する
許容データサイズを超えることはない。したがって、このような画像読み取り装置は、ユ
ーザーの要求に応じて、画像を読み取って画像データを生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の一実施形態に係る画像読み取り装置を含む画像処理装置をデジタル複
合機に適用した場合のデジタル複合機の外観を示す概略斜視図である。
【図２】図１に示すデジタル複合機の構成を示すブロック図である。
【図３】操作部の概略的な構成を示す外観図である。
【図４】画像読み取り装置の一部を上方向から見た概略図である。
【図５】この発明の一実施形態に係る画像読み取り装置を含むデジタル複合機を用いて、
ユーザーが原稿の画像を読み取らせてファイルを生成する場合の処理の内容を示すフロー
チャートである。
【図６】ＡＤＦにセットされる原稿の画像を示す図である。
【図７】要望する許容データ量を入力させる際の操作部の表示画面の一例を示す図である
。
【図８】生成したページ毎の画像を表示し、要求解像度の入力を受け付ける際の操作部の
表示画面の一例を示す図である。
【図９】許容データサイズを超えた場合の操作部の表示画面の一例を示す図である。
【図１０】画像の再読み取りを促す際の操作部の表示画面の一例を示す図である。
【図１１】この発明の他の実施形態に係る画像読み取り装置を用いて処理を行う場合の処
理の内容を示すフローチャートである。
【図１２】データのサイズに差分があった場合の操作部の表示画面の一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の実施の形態を説明する。まず、この発明の一実施形態に係る画像読み
取り装置を含む画像処理装置をデジタル複合機に適用した場合のデジタル複合機の構成に
ついて説明する。図１は、この発明の一実施形態に係る画像読み取り装置を含む画像処理
装置をデジタル複合機に適用した場合のデジタル複合機の外観を示す概略図である。図２
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は、この発明の一実施形態に係る画像読み取り装置を含む画像処理装置をデジタル複合機
に適用した場合のデジタル複合機の構成を示すブロック図である。
【００１４】
　図１および図２を参照して、デジタル複合機１１は、デジタル複合機１１全体の制御を
行う制御部１２と、デジタル複合機１１側から発信する情報やユーザーの入力内容を表示
する表示画面２１を含み、印刷部数や階調性等の画像形成の条件や電源のオンオフを入力
させる操作部１３と、セットされた原稿を自動的に読み取り位置へ搬送するＡＤＦ（Ａｕ
ｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）２２および原稿の画像を読み取る読み取り部と
してのＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）センサー１９を含み、原
稿や印刷物の画像を読み取る画像読み取り装置１４と、トナーを用いて現像を行う現像装
置２３を含み、読み取った画像やネットワーク２５を介して送信された画像データを基に
画像を形成する画像形成部１５と、送信された画像データや入力された画像形成条件等の
記憶を行う記憶部としてのハードディスク１６と、公衆回線２４に接続されており、ファ
クシミリ送信やファクシミリ受信を行うファクシミリ通信部１７と、ネットワーク２５と
接続するためのネットワークインターフェース部１８とを備える。なお、デジタル複合機
１１は、画像データの書き出しや読み出しを行うＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備えるが、これらについては、図示および説明を
省略する。また、図２中の矢印は、制御信号や制御、画像に関するデータの流れを示して
いる。
【００１５】
　デジタル複合機１１は、画像読み取り装置１４により読み取られた原稿を用いて画像形
成部１５において画像を形成することにより、複写機として作動する。また、デジタル複
合機１１は、ネットワークインターフェース部１８を通じて、ネットワーク２５に接続さ
れたコンピューター２６ａ、２６ｂ、２６ｃから送信された画像データを用いて、画像形
成部１５において画像を形成して用紙に印刷することにより、プリンターとして作動する
。すなわち、画像形成部１５は、要求された画像を印刷する印刷部として作動する。また
、デジタル複合機１１は、ファクシミリ通信部１７を通じて、公衆回線２４から送信され
た画像データを用いて、ＤＲＡＭを介して画像形成部１５において画像を形成することに
より、また、画像読み取り装置１４により読み取られた原稿の画像データを、ファクシミ
リ通信部１７を通じて公衆回線２４に画像データを送信することにより、ファクシミリ装
置として作動する。すなわち、デジタル複合機１１は、画像処理に関し、複写機能、プリ
ンター機能、ファクシミリ機能等、複数の機能を有する。さらに、各機能に対しても、詳
細に設定可能な機能を有する。
【００１６】
　デジタル複合機１１を含む画像処理システム２７は、デジタル複合機１１と、複数のコ
ンピューター２６ａ、２６ｂ、２６ｃとを備える。具体的には、画像処理システム２７は
、上記した構成のデジタル複合機１１と、ネットワーク２５を介してデジタル複合機１１
に接続される複数のコンピューター２６ａ、２６ｂ、２６ｃとを備える。この実施形態に
おいては、複数のコンピューター２６ａ～２６ｃについては、３台示している。各コンピ
ューター２６ａ～２６ｃはそれぞれ、デジタル複合機１１に対して、ネットワーク２５を
介して印刷要求を行って印刷をすることができる。デジタル複合機１１とコンピューター
２６ａ～２６ｃとは、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ケーブル等を用
いて有線で接続されていてもよいし、無線で接続されていてもよく、ネットワーク２５内
には、他のデジタル複合機やサーバーが接続されている構成でもよい。
【００１７】
　次に、上記した操作部１３の構成について、さらに詳細に説明する。図３は、操作部１
３の概略的な構成を示す外観図である。図３を参照して、操作部１３は、印刷部数等を入
力させるための０～９までの数字、および「＊」や「＃」の記号を入力させるテンキー３
１と、印刷の開始やファクシミリ送信の開始を指示させるスタートキー３２と、デジタル
複合機１１の電源のオンオフを入力させる電源キー３３と、デジタル複合機１１の有する
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プリンター機能やコピー機能等の選択を指示させるメニューキー３４と、種々の画像形成
の条件や使用ユーザーの登録を指示させる登録キー３５と、テンキー３１等を用いてユー
ザーにより入力された指示の内容をキャンセルさせるリセットキー３６と、上記した表示
画面２１とを含む。表示画面２１は、液晶のタッチパネル機能を有しており、ユーザーの
指での押圧等により、表示画面２１からも画像形成条件等を入力させると共に、機能の選
択等を行うことができる。
【００１８】
　次に、上記した画像読み取り装置１４の構成について、簡単に説明する。図４は、画像
読み取り装置１４の一部を上方向から見た概略図である。図１～図４を参照して、画像読
み取り装置１４は、画像を読み取る原稿を載置するプラテン４１と、図４中の矢印Ｄ１ま
たはその逆の方向で示す副走査方向に移動可能であり、原稿からの反射光を基に原稿の画
像をイメージセンサーとしてのＣＣＤセンサー１９に読み取らせるキャリッジ４２とを備
える。プラテン４１は、筐体４３の開口部に嵌め込まれており、この実施形態では、コン
タクトガラスを用いている。キャリッジ４２は、筐体４３内に平行に設けられた二本の金
属棒４４ａ、４４ｂにガイドされ、図示しないモーターからの動力を得て移動する。キャ
リッジ４２は、プラテン４１の下方領域から上側に向かって光を照射する露光ランプ４５
と、複数のミラー（図示せず）と、光を集光するレンズ（図示せず）とを含む。キャリッ
ジ４２は、原稿の画像を読み取る際に、副走査方向に移動しながら、露光ランプ４５から
プラテン４１側に向かって光を照射する。そして、プラテン４１側、具体的には、プラテ
ン４１の上に載置された原稿から反射される反射光を複数のミラーおよびレンズによって
集光し、ＣＣＤセンサー１９に入力させることにより、プラテン４１上に載置された原稿
の画像を読み取る。また、キャリッジ４２は、副走査方向において、プラテン４１上に原
稿を載置する際の基準位置を示す基準板４６の横に設けられ、透明の部材で構成される所
定の位置４７に留められた状態で、ＡＤＦ２２によって搬送されてきた原稿の画像を読み
取る。画像読み取り装置１４は、白黒原稿はもちろん、カラー原稿における色情報につい
ても読み取ることができる。
【００１９】
　次に、この発明の一実施形態に係るデジタル複合機１１を用いて、画像を読み取って画
像データを生成する場合について説明する。図５は、原稿の画像を読み取って画像データ
を生成する場合の処理の内容を示すフローチャートである。なお、生成する画像データと
しては、例えば、ＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ）のよう
なファイル形式のデータである。ここで、制御部１２等は、画像データ生成部として作動
する。
【００２０】
　図５を参照して、まず、ユーザーは、読み取らせる原稿をＡＤＦ２２にセットする。デ
ジタル複合機１１は、複数枚の原稿のセットを検知する（図５において、ステップＳ１１
、以下、「ステップ」を省略する）。
【００２１】
　ここで、読み取らせる原稿の画像について説明する。図６は、読み取らせる原稿の画像
を示す概略図である。図６を参照して、原稿５１は、４枚の用紙５２ａ、５２ｂ、５２ｃ
、５２ｄから構成されている。１枚目の用紙５２ａには、文字画像５３ａのみが記載され
ている。２枚目の用紙５２ｂには、グラフから構成される線図画像５４ａと文字画像５３
ｂが記載されている。線図画像５４ａは、用紙５２ｂのほぼ上半分の領域を占めており、
文字画像５３ｂは、用紙５２ｂのほぼ下半分の領域を占めている。３枚目の用紙５２ｃは
、木々の写真から構成される写真画像５４ｂと、自動車の写真から構成される写真画像５
４ｃが記載されている。写真画像５４ｂは、用紙５２ｃの上半分の領域を占めており、写
真画像５４ｃは、用紙５２ｃの下半分の領域を占めている。４枚目の用紙５２ｄには、文
字画像５３ｃのみが記載されている。なお、用紙５２ａの全領域に対する文字画像５３ａ
の占める領域の割合は、用紙５２ｄの全領域に対する文字画像５３ｃの占める領域の割合
よりも小さく構成されている。
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【００２２】
　ユーザーは、４枚の用紙５２ａ～５２ｄから構成される原稿５１を画像読み取り装置１
４のＡＤＦ２２にセットする。ＡＤＦ２２に原稿がセットされたことを検知すると、操作
部１３の表示画面２１に、生成する画像データの許容されるデータのサイズである許容デ
ータサイズを入力させる画面を表示する。
【００２３】
　図７は、許容データサイズを入力させる際の操作部１３の表示画面２１の一例を示す図
である。図７を参照して、操作部１３の表示画面２１には、「許容データサイズを入力し
てください。」とのメッセージ５６ａと、許容データサイズの入力部５７と、「画像の読
み取りを開始します。いいですか？」との問い合わせのメッセージ５６ｂと、「はい」と
表記され、押下により画像の読み取りを開始する選択キー５８とが表示されている。ユー
ザーは、操作部１３のテンキー３１等を用いて、許容データサイズを数値で入力する。こ
の実施形態においては、７００ＫＢ（Ｋｉｌｏ　Ｂｉｔｅ）と入力される。ここで、操作
部１３等は、入力部として作動する。操作部１３の表示画面２１による入力を受け付けた
後、許容データサイズに関するデータを、ハードディスク１６に記憶する（Ｓ１２）。
【００２４】
　選択キー５８の押下を検知後、所定の解像度、具体的には、この実施形態では、１枚目
と４枚目の画像について、１００ｄｐｉ（ｄｏｔｓ　ｐｅｒ　ｉｎｃｈ）、２枚目と３枚
目の画像について、２００ｄｐｉという解像度で原稿５１の画像を読み取る（Ｓ１３）。
この場合、１枚目から４枚目までの順のページとなるように、原稿５１の画像を読み取る
。原稿５１の画像を読み取り後、ページ毎の画像のイメージを生成する（Ｓ１４）。
【００２５】
　次に、生成したページ毎の画像を表示する（Ｓ１５）。すなわち、生成する画像データ
のそれぞれのプレビュー画像を表示する。そして、各画像について、ページ毎に要求する
解像度の入力を受け付ける（Ｓ１６）。ここで、制御部１２等は、受け付け部として作動
する。
【００２６】
　図８は、生成したページ毎の画像を表示し、要求する解像度の入力を受け付ける際の操
作部１３の表示画面２１の一例を示す図である。図８を参照して、操作部１３の表示画面
２１には、読み取り結果を示すプレビュー画像として、原稿５１の１枚目の用紙５２ａを
読み取って生成されたサムネイル画像６１ａ、原稿５１の２枚目の用紙５２ｂを読み取っ
て生成されたサムネイル画像６１ｂ、原稿５１の３枚目の用紙５２ｃを読み取って生成さ
れたサムネイル画像６１ｃ、および原稿５１の４枚目の用紙５２ｄを読み取って生成され
たサムネイル画像６１ｄが表示されている。
【００２７】
　また、操作部１３の表示画面２１には、４枚の用紙５２ａ～５２ｄから構成される原稿
５１を上記した所定の解像度で読み取った場合の画像データのサイズの全てのページ分の
総計である全ページ分データサイズ総計を示すウィンドウ６２と、１ページ目の用紙５２
ａの画像に基づくファイルを生成する際の画像データのサイズを示すウィンドウ６３ａと
、２ページ目の用紙５２ｂの画像に基づくファイルを生成する際の画像データのサイズを
示すウィンドウ６３ｂと、３ページ目の用紙５２ｃの画像に基づくファイルを生成する際
の画像データのサイズを示すウィンドウ６３ｃと、４ページ目の用紙５２ｄの画像に基づ
くファイルを生成する際の画像データのサイズを示すウィンドウ６３ｄとが表示されてい
る。この場合、上記したように１００ｄｐｉの解像度と２００ｄｐｉの解像度で全ての画
像を読み取った場合の画像データのサイズの全てのページ分の総計である全ページ分デー
タサイズ総計として、ウィンドウ６２に６００ＫＢが表示されている。
【００２８】
　また、操作部１３の表示画面２１には、「要求する解像度を入力してください。」との
メッセージ６４ａと、１ページ目の用紙５２ａの画像に要求される解像度を入力させる入
力部６５ａと、２ページ目の用紙５２ｂの画像に要求される解像度を入力させる入力部６
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５ｂと、３ページ目の用紙５２ａの画像に要求される解像度を入力させる入力部６５ｃと
４ページ目の用紙５２ａの画像に要求される解像度を入力させる入力部６５ｄと、「要求
する解像度で全ページ分データサイズ総計を計算しますか？」との問い合わせのメッセー
ジ６４ｂと、「はい」と表記され、押下により全ページ分データサイズ総計の計算を実行
する選択キー６６ａと、「いいえ」と表記され、押下により入力部６５ａ～６５ｄに入力
された解像度の数値を全てクリアーにする選択キー６６ｂとが表示されている。
【００２９】
　ここで、ユーザーは、サムネイル画像６１ａ～６１ｄ、およびウィンドウ６３ａ～６３
ｄの表示を確認しながら、ページ毎に要求する解像度を入力部６５ａ～６５ｄに入力して
設定する。なお、ユーザーは、例えば、文字画像の多いページは、高い解像度をそれほど
望まず、写真画像の多いページは、できるだけ高い解像度を望む傾向がある。この場合、
ユーザーは、文字画像から構成される１ページ目および４ページ目に対して、要求する解
像度を１００ｄｐｉと入力して設定する。また、文字画像と線図画像から構成される２ペ
ージ目については、要求する解像度を３００ｄｐｉと入力して設定する。また、２枚の写
真画像から構成される３ページ目については、要求する解像度を６００ｄｐｉと入力して
設定する。要求する解像度の入力については、テンキー３１等を用いて数値を入力する。
【００３０】
　デジタル複合機１１は、入力部６５ａ～６５ｄへ入力された要求される解像度の入力を
受け付ける（Ｓ１６）。そして、ユーザーからの「はい」の選択キー６６ａの押下を検知
すれば、入力された要求される解像度を基に画像データのサイズの全てのページ分の総計
である全ページ分データサイズ総計を計算する（Ｓ１７）。そして、予め受け付けた許容
される画像データのサイズ、すなわち、入力部５７に入力され記憶された許容データサイ
ズと、入力部６５ａ～６５ｄに入力された解像度を基に計算された全ページ分データサイ
ズ総計とを比較する。比較後、予め受け付けた許容データサイズを、計算された全ページ
分データサイズ総計が超えたかどうかを判断する（Ｓ１８）。ここで、制御部１２は、判
断部として作動する。
【００３１】
　予め受け付けた許容データサイズを、計算された全ページ分データサイズ総計が超えて
いると判断すれば（Ｓ１８において、ＹＥＳ）、その旨および許容データサイズを超えな
い解像度を表示する（Ｓ１９）。この場合、要求される解像度に基づいて計算された全ペ
ージ分データサイズ総計が、入力された許容データサイズである７００ＫＢを超えていれ
ば、許容データサイズを超えている旨を表示画面２１に表示する。ここで、操作部１３等
は、報知部として作動する。
【００３２】
　図９は、許容データサイズを超えた場合の操作部１３の表示画面２１の一例を示す図で
ある。図９を参照して、表示画面２１には、「警告：許容データサイズを超えています。
解像度を再設定してください。」との警告のメッセージ６７ａと、図８に示す表示画面２
１に表示された４ページ分のサムネイル画像６１ａ～６１ｄとが表示されている。ここで
、ユーザーは、要求する解像度で画像データを生成した場合の全ページ分データサイズ総
計が、許容データサイズを超えてしまうことを認識する。
【００３３】
　また、表示画面２１には、「参考の再設定の解像度は、以下の通りです。」とのメッセ
ージ６７ｂと、１ページ目の用紙５２ａの画像を読み取る際の許容データサイズを超えな
い参考の解像度を示すウィンドウ６８ａと、２ページ目の用紙５２ｂの画像を読み取る際
の許容データサイズを超えない参考の解像度を示すウィンドウ６８ｂと、３ページ目の用
紙５２ａの画像を読み取る際の許容データサイズを超えない参考の解像度を示すウィンド
ウ６８ｃと、４ページ目の用紙５２ｄの画像を読み取る際の許容データサイズを超えない
参考の解像度を示すウィンドウ６８ｄとが表示されている。これらのウィンドウ６８ａ～
６８ｄの表示を確認することにより、許容データサイズの上限を参考として知ることがで
きる。
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【００３４】
　また、表示画面２１には、図８に示す表示画面２１に示した「要求する解像度を入力し
てください。」とのメッセージ６４ａと、入力部６５ａ～６５ｄと、「全ページ分データ
サイズ総計を再計算しますか？」との問い合わせのメッセージ６７ｃと、「はい」と表記
され、押下により全ページ分データサイズ総計の再計算を実行する選択キー６９ａと、「
いいえ」と表記され、押下によりウィンドウ６８ａ～６８ｄに表示された参考の解像度の
数値を全てクリアーにする選択キー６９ｂとが表示されている。
【００３５】
　ここで、ユーザーは、ウィンドウ６８ａ～６８ｄに表示される参考の解像度を確認しな
がら、ページ毎に要求する解像度を再度、入力部６５ａ～６５ｄに入力して設定する。す
なわち、許容データサイズを超えないように、再びテンキー３１等を利用して、入力部６
５ａ～６５ｄに入力して設定する。
【００３６】
　ユーザーからの「はい」の選択キー６９ａの押下を検知すれば、入力された解像度を基
に全ページ分データサイズ総計を再計算する（Ｓ１７）。そして、予め受け付けた許容デ
ータサイズ、すなわち、入力部５７に入力された許容データサイズと、入力部６５ａ～６
５ｄに入力された解像度を基に再計算された全ページ分データサイズ総計とを比較し、予
め入力された許容データサイズを、計算された全ページ分データサイズ総計が超えたかど
うかを判断する（Ｓ１８）。
【００３７】
　予め入力された許容データサイズを、計算された全ページ分データサイズ総計が超えて
いないと判断すれば（Ｓ１８において、ＮＯ）、次に、入力された解像度の設定をハード
ディスク１６に記憶する（Ｓ２１）。そして、再度、原稿を読み取らせるようユーザーに
促す（Ｓ２２）。
【００３８】
　図１０は、画像の再読み取りを促す際の操作部１３の表示画面２１の一例を示す図であ
る。図１０を参照して、表示画面２１には、予め入力された許容データサイズを、計算さ
れた全ページ分データサイズ総計が超えていないことを示す旨の「全ページ分データサイ
ズ総計が許容データサイズの範囲内に収まりました。」とのメッセージ７１ａと、「再度
、原稿をセットしてください。」との原稿の再度のセットを促すメッセージ７１ｂと、「
画像の再読み取りを開始します。いいですか？」との問い合わせのメッセージ７１ｃと、
「はい」と表記され、押下により原稿の画像の再度の読み取りを実行する選択キー７２と
が表示されている。
【００３９】
　ユーザーは、これらのメッセージ７１ａ～７１ｃの表示に促され、再度、原稿５１をＡ
ＤＦ２２にセットした後、選択キー７２を押下する。デジタル複合機１１は、原稿５１の
再度のセットを検知後（Ｓ２３）、選択キー７２の押下を検知すれば、再度の原稿５１の
画像の読み取りを開始する（Ｓ２４）。
【００４０】
　画像の読み取りについては、入力部６５ａ～６５ｄに入力され、ハードディスク１６に
記憶された解像度で読み取る。具体的には、１枚目の画像および４枚目の画像については
、解像度を１００ｄｐｉとして読み取り、２枚目の画像については、解像度を２００ｄｐ
ｉとして読み取り、３枚目の画像については、解像度を４００ｄｐｉとして読み取る。そ
して、読み取った画像のデータを基に、画像データを生成する（Ｓ２５）。このようにし
て画像を読み取り、画像データを生成する。
【００４１】
　一方、最初に解像度の入力を行った場合において、予め受け付けた許容データサイズを
、計算された全ページ分データサイズ総計が超えていないと判断すれば（Ｓ１８において
、ＮＯ）、上記したＳ２１～Ｓ２５に沿って、原稿５１の再読み取りを行い、画像データ
を生成する。すなわち、この場合、二度の読み取りで、ユーザーの要求に応じた画像デー
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タを生成することができる。
【００４２】
　このようなデジタル複合機１１によれば、画像読み取り装置１４によって読み取られた
画像を基に生成される画像データの解像度をページ毎に受け付ける受け付け部を備えるた
め、ページ毎にユーザーの要求する画像データの解像度で画像を読み取ることができる。
また、判断部によって、受け付け部により受け付けたページ毎の画像データの解像度を反
映した場合の全ページ分データサイズ総計が、ハードディスク１６により記憶された許容
データサイズを超えているか否かを判断する。そして、受け付け部により受け付けたペー
ジ毎の画像データの解像度を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、ハードディ
スク１６により記憶された許容データサイズを超えていないと判断すれば、受け付け部に
より受け付けた画像データの解像度で、再度画像読み取り装置１４により複数のページか
ら構成される画像を読み取り、画像データ生成部により画像データを生成する。そうする
と、生成される画像データが、ユーザーの要求する許容データサイズを超えることはない
。したがって、このようなデジタル複合機１１は、ユーザーの要求に応じて、画像を読み
取って画像データを生成することができる。
【００４３】
　この場合、制御部１２は、判断部によって、受け付け部により受け付けた画像データの
解像度の変更を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、ハードディスク１６によ
り記憶された許容データサイズを超えていると判断すれば、その旨を報知するため、ユー
ザーは、許容データサイズを超えていることを容易に認識することができる。そうすると
、ユーザーは、許容データサイズを超えない解像度を入力して、画像を読み取らせること
ができ、よりユーザーの要求に応じた画像の読み取り、画像データを生成することができ
る。
 
【００４４】
　また、この場合、制御部１２は、判断部によって、受け付け部により受け付けた画像デ
ータの解像度の変更を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、ハードディスク１
６により記憶された許容データサイズを超えていると判断すれば、その旨の報知と共に、
画像データの全ページ分データサイズ総計が、ハードディスク１６により記憶された許容
データサイズを超えない画像データの解像度をページ毎に報知する。そうすると、この報
知を参考として、ユーザーは、容易に、許容データサイズを超えない範囲で、要求する解
像度を入力することができる。
【００４５】
　なお、上記の実施の形態において、画像を読み取らせる順序を記憶させるようにしても
よい。すなわち、判断部は、再度読み取り部によって複数のページから構成される画像の
読み取りの順序が、前回の読み取り部によって複数のページから構成される画像の読み取
りの順序と異なるか否かを判断し、制御部は、判断部によって、画像の読み取りの順序が
異なると判断すれば、その旨を報知するよう構成してもよい。
【００４６】
　図１１は、この場合において、原稿の画像を読み取り、画像データを生成する場合の処
理の内容を示すフローチャートである。なお、図１１は、図５に示すフローチャートに対
応するものである。
【００４７】
　図５および図１１を参照して、Ｓ１１～Ｓ２０までは、図５に示す場合と同様であるた
め、それらの工程の説明を省略する。次に、Ｓ２１において、入力された解像度の設定と
共に、画像の読み取りの順序についても、記憶する。すなわち、この場合、１００ｄｐｉ
の画像、２００ｄｐｉの画像、４００ｄｐｉの画像、１００ｄｐｉの画像という順序のデ
ータを記憶する。
【００４８】
　その後、図５に示す場合と同様、再度の原稿のセットを促す画面を表示し（Ｓ２２）、
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原稿の再度のセットを検知後（Ｓ２３）、設定された解像度でページ毎に画像の読み取り
を開始する（Ｓ２４）。次に、ページ毎にデータのサイズの差分があったか否かを判断す
る（Ｓ２６）。すなわち、１枚目を読み取った後に１枚目に生成されるファイルのデータ
のサイズと、１００ｄｐｉで設定された前回の画像の読み取り時におけるデータのサイズ
との間において、差分があるか否かを判断する。差分がなければ、２枚目の用紙の画像を
読み取って再び差分があるか否かを判断する。そして、最後の用紙まで差分がなければ（
Ｓ２６において、ＮＯ）、原稿の用紙が順序通り読み取られたものと判断して、図５に示
す場合と同様に、読み取った画像を基にファイルを生成する（Ｓ２５）。
【００４９】
　一方、例えば、再度の原稿のセット時において、２枚目の用紙と１枚目の用紙の順序を
誤ってセットした場合については、１枚目を読み取った後に１枚目に生成されるファイル
のデータのサイズと、１００ｄｐｉで設定された前回の画像の読み取り時におけるデータ
のサイズとの間において、差分があると判断する（Ｓ２６において、ＹＥＳ）。すなわち
、この場合、順序が異なると判断する。
【００５０】
　そうすると、差分のあった画像を表示し、処理を中断する（Ｓ２７）。また、順序が異
なる旨の表示およびその後の処理の内容について入力を促す旨の表示を行う。
【００５１】
　図１２は、データのサイズに差分があった場合の操作部１３の表示画面２１の一例を示
す図である。図１２を参照して、表示画面２１には、「記憶データサイズと読み取った画
像のデータのサイズとの間に差分があります。」とのメッセージ７３ａと、「処理を続行
しますか？」との問い合わせのメッセージ７３ｂと、「処理を続行」と表記され、押下に
より処理を続行する選択キー７４ａと、「処理を中止」と表記され、押下により処理を中
止する選択キー７４ｂとが表示されている。
【００５２】
　ユーザーは、上記したメッセージ７３ａ、７３ｂを確認する。ユーザーが、画像を読み
取る順序を問わない場合等、処理を続行することを要望するのであれば、「処理を続行」
の選択キー７４ａを押下する。選択キー７４ａの押下を検知すると、デジタル複合機１１
は、中止の指示がなかったものと判断する（Ｓ２８において、ＮＯ）。そうすると、デジ
タル複合機１１は、読み取った画像を基にファイルを生成する（Ｓ２５）。
【００５３】
　一方、ユーザーが画像を読み取る順序にこだわる場合等、処理を続行することを望まな
いのであれば、「処理を中止」の選択キー７４ｂを押下する。選択キー７４ｂの押下を検
知すると、デジタル複合機１１は、中止の指示があったものと判断する（Ｓ２８において
、ＹＥＳ）。そうすると、デジタル複合機１１は、処理を中止する。ユーザーは、必要に
応じて、用紙を正しい順に並べて替えて、すなわち、解像度を設定した際の画像の順序と
なるように並べ替えて、再度画像の読み取りを行う。
【００５４】
　このような構成によれば、ユーザーの要求に応じた順序で画像を読み取らせることがで
きるので、よりユーザーの要求に応じたファイルの生成をすることができる。
【００５５】
　また、上記の実施の形態においては、デジタル複合機１１が、上記した構成を備えるこ
ととしたが、これに限らず、画像読み取り装置自体が、記憶部としてのハードディスク等
を含む上記した構成を備えることとしてもよい。すなわち、この発明の他の実施形態に係
る画像読み取り装置は、複数のページから構成される画像を読み取る読み取り部と、読み
取り部によって読み取られた画像を基に画像データを生成する画像データ生成部と、読み
取り部による画像の読み取りに先立って、生成される画像データとして許容される画像デ
ータのサイズである許容データサイズを入力させる入力部と、入力部により入力された許
容データサイズを記憶する記憶部と、読み取り部によって読み取られた画像を基に生成さ
れる画像データの解像度をページ毎に受け付ける受け付け部と、受け付け部により受け付
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けたページ毎の画像データの解像度を反映した場合の全てのページ分の画像データのサイ
ズの総計である全ページ分データサイズ総計が、記憶部により記憶された許容データサイ
ズを超えているか否かを判断する判断部と、判断部によって、受け付け部により受け付け
たページ毎の画像データの解像度を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、記憶
部により記憶された許容データサイズを超えていないと判断すれば、受け付け部により受
け付けた画像データの解像度で、再度読み取り部により複数のページから構成される画像
を読み取り、画像データ生成部により画像データを生成するよう制御する制御部とを備え
る構成としてもよい。
【００５６】
　なお、上記の実施の形態において、参考となる解像度を一つ表示することとしたが、こ
れに限らず、参考となる解像度を複数表示する構成としてもよいし、参考となる解像度を
表示しない構成としてもよい。また、制御部は、判断部によって、受け付け部により受け
付けた画像データの解像度の変更を反映した場合の全ページ分データサイズ総計が、記憶
部により記憶された許容データサイズを超えていると判断すれば、その旨を報知すること
としたが、これに限らず、超えていると判断すれば、そのまま画像データの生成を行わな
い構成としてもよい。
【００５７】
　また、上記の実施の形態において、解像度を変更する入力部を備える構成としたが、解
像度に限らず、例えば、データのサイズを変更するものとして、フルカラー画像を白黒画
像で読み取るといった読み取り方式を変更する入力部や、Ａ４サイズの画像をＡ５サイズ
、Ａ６サイズといった縮小した画像で読み取る画像の大きさを変更する入力部を備える構
成としてもよい。
【００５８】
　なお、上記の実施の形態においては、報知部は、表示画面によってデータのサイズ等を
表示する構成としたが、これに限らず、例えば、音声にて報知することにしてもよいし、
表示部による表示に加え、音声を発するよう構成してもよい。
【００５９】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって、どのような面か
らも制限的なものではないと理解されるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではな
く、特許請求の範囲によって規定され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのす
べての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　この発明に係る画像読み取り装置は、ユーザーの要求に応じて画像を読み取って画像デ
ータを生成することが要求される場合に、特に有効に利用される。
【符号の説明】
【００６１】
　１１　デジタル複合機、１２　制御部、１３　操作部、１４　画像読み取り装置、１５
　画像形成部、１６　ハードディスク、１７　ファクシミリ通信部、１８　ネットワーク
インターフェース部、１９　ＣＣＤセンサー、２１　表示画面、２２　ＡＤＦ、２３　現
像装置、２４　公衆回線、２５　ネットワーク、２６ａ，２６ｂ，２６ｃ　コンピュータ
ー、２７　画像処理システム、３１　テンキー、３２　スタートキー、３３　電源キー、
３４　メニューキー、３５　登録キー、３６　リセットキー、４１　プラテン、４２　キ
ャリッジ、４３　筐体、４４ａ，４４ｂ　金属棒、４５　露光ランプ、４６　基準板、４
７　位置、５１　原稿、５２ａ，５２ｂ，５２ｃ，５２ｄ　用紙、５３ａ，５３ｂ，５３
ｃ　文字画像、５４ａ　線図画像、５４ｂ，５４ｃ　写真画像、５６ａ，５６ｂ，６４ａ
，６４ｂ，６７ａ，６７ｂ，６７ｃ，７１ａ，７１ｂ，７１ｃ，７３ａ，７３ｂ　メッセ
ージ、５７，６５ａ，６５ｂ，６５ｃ，６５ｄ　入力部、５８，６６ａ，６６ｂ，６９ａ
，６９ｂ，７２，７４ａ，７４ｂ　選択キー、６１ａ，６１ｂ，６１ｃ，６１ｄ　サムネ
イル画像、６２，６３ａ，６３ｂ，６３ｃ，６３ｄ，６８ａ，６８ｂ，６８ｃ，６８ｄ　
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